
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
新
旧
対
照
条
文

○
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
二
十
九
号
）
（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
給
付
基
礎
額
）

（
給
付
基
礎
額
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
協
力
援
助
者
の
負
傷
若
し

３

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
協
力
援
助
者
の
負
傷
若
し

く
は
死
亡
の
原
因
で
あ
る
事
故
の
発
生
し
た
日
又
は
診
断
に
よ
つ
て
疾
病

く
は
死
亡
の
原
因
で
あ
る
事
故
の
発
生
し
た
日
又
は
診
断
に
よ
つ
て
疾
病

の
発
生
が
確
定
し
た
日
に
お
い
て
、
他
に
生
計
の
み
ち
が
な
く
主
と
し
て

の
発
生
が
確
定
し
た
日
に
お
い
て
、
他
に
生
計
の
み
ち
が
な
く
主
と
し
て

協
力
援
助
者
の
扶
養
を
受
け
て
い
た
も
の
を
扶
養
親
族
と
し
、
扶
養
親
族

協
力
援
助
者
の
扶
養
を
受
け
て
い
た
も
の
を
扶
養
親
族
と
し
、
扶
養
親
族

の
あ
る
協
力
援
助
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
金
額
に
、
第
一
号
に
該
当
す

の
あ
る
協
力
援
助
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
金
額
に
、
第
一
号
に
該
当
す

る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
四
百
三
十
三
円
を
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で

る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
四
百
三
十
三
円
を
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
二
百
円
（

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
の
う
ち
二
人
ま
で
に
つ
い
て
は
そ
れ

協
力
援
助
者
に
扶
養
親
族
で
な
い
配
偶
者
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の

ぞ
れ
二
百
円
（
協
力
援
助
者
に
扶
養
親
族
で
な
い
配
偶
者
が
あ
る
場
合
に

う
ち
一
人
に
つ
い
て
は
二
百
十
七
円
、
協
力
援
助
者
に
配
偶
者
が
な
い
場

あ
つ
て
は
そ
の
う
ち
一
人
に
つ
い
て
は
二
百
十
七
円
、
協
力
援
助
者
に
配

合
に
あ
つ
て
は
そ
の
う
ち
一
人
に
つ
い
て
は
三
百
六
十
七
円
）
を
、
そ
れ

偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
う
ち
一
人
に
つ
い
て
は
三
百
六
十
七

ぞ
れ
加
算
し
て
得
た
額
を
も
つ
て
給
付
基
礎
額
と
す
る
。

円
）
を
、
そ
の
他
の
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
百
六
十
七
円
を

、
そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
て
得
た
額
を
も
つ
て
給
付
基
礎
額
と
す
る
。

一

配
偶
者

一

配
偶
者

二

満
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

二

満
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
あ
る
子
及
び
孫

に
あ
る
子
及
び
孫

三

満
六
十
歳
以
上
の
父
母
及
び
祖
父
母

三

満
六
十
歳
以
上
の
父
母
及
び
祖
父
母

四

満
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

四

満
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
あ
る
弟
妹

に
あ
る
弟
妹

五

重
度
心
身
障
害
者

五

重
度
心
身
障
害
者

４

（
略
）

４

（
略
）


